
令和５年度 
 

第２回市政アンケート調査 

 

〔テーマ・担当課〕 
 

■調査期間   令和５年 6 月２３日～7 月 7 日 

■調査数    ６４2 件 

■回答数    ５４８件 

■有効回答率  ８５.４％ 
 

１.「ふくおかさん家のうまかもん」について 

（担当課：農林水産局 政策企画課） 

２.「消費生活」について 

（担当課：市民局 消費生活センター） 

３.「地域の福祉活動」について  

（担当課：福祉局 地域福祉課） 

４.「脱炭素社会の実現に向けた取組み」について  

（担当課：環境局 脱炭素社会推進課） 

   ５.「福岡市の教育」について  

（担当課：教育委員会 教育政策課） 

 

○ご記入いただいた個人情報は、市政アンケート調査の集計のために利用した上で、 

個人情報保護に関する法令などに基づき適正に管理いたします。 

 

○提出期間を過ぎて提出されると、皆さまからの貴重なご意見を集計結果に反映でき 

なくなりますので、 提出期限は厳守 いただきますようお願いいたします。 

 

○回答方法（選択肢の番号に〇をつけてください。） 

例）１ 知っている   ２ 知らない 

 

  

  調査協力員番号          お名前 

 

   ※ 調査協力員番号は 封筒の宛名シール に記載しております。 

    （ 返信用封筒右上に記載されている「501」ではありませんのでご注意ください。） 

 

(提出期限)７月７日(金)までにポストに投函してください。 
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問１  「ふくおかさん家のうまかもん」とは、市内で生産された農林水産物およびその加工食品（市

内で加工されたものなど）のことです。あなたは「ふくおかさん家のうまかもん」を知ってい

ましたか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

（N=５４８）無回答 ― 

１ 言葉も、内容も知っている                                  6.0 

２ 言葉は知っているが、内容は知らない     14.６ 

３ 言葉も、内容も知らない       79.4 

 

問２  あなたは、過去３年間に、農業と身近に接した経験がありますか。あてはまるものをすべて選ん

でください。（N＝５４８）無回答 0.2 
 

１ 自宅のベランダや庭などで、野菜・花などを栽培した     46.4 

２ いちご狩り、みかん狩りなどの収穫体験をした      23.2 

３ 農産物の販売会や農林水産まつりなどの農業関係イベントに参加した   11.5 

４ 仕事として農産物を生産した   0.9 

５ 農業の手伝いをした   7.3 

６ 市民農園※1 を借りて野菜・花などを栽培した   0.7 

７ その他（具体的に：                  ）   1.6 

８ 特にない          38.1 

 

 

 
 

問３    あなたは、日頃、農林水産物やその加工食品を購入したり、飲食店を利用したりする際、市内産

のものを優先していますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N=５４８）無回答 0.2 
      

１ 優先している        10.2  

２ どちらかといえば優先している        46.7  

３ どちらかといえば優先していない      14.8 

４ 優先していない      28.1 

 

問４  あなたは、今後、農林水産物やその加工品を購入したり、飲食店を利用したりする際、市内産の

ものを優先したいと思いますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

（N=５４８）無回答 ― 

１ 優先したい        28.1 

２ どちらかといえば優先したい        64.6 

３ どちらかといえば優先したくない  4.0 

４ 優先したくない 3.3 

≪「ふくおかさん家のうまかもん」について ≫ 

福岡市では、平成 27 年に「ふくおかさん家（ち）のうまかもん条例」を施行し、「ふくおかさん

家のうまかもん」を販売、または材料に使った食品を提供する飲食店や小売店などを認定し、ホーム

ページで紹介するなどの支援を行い、それらの生産や消費拡大に向けた取り組みを進めています。ま

た、自然や農作業体験の場の提供などを通じ、生産に関する市民の理解促進に取り組んでいます。 

 
 

 

※１ 市民農園とは 

市が設置している農園に加え、ＪＡや農家で開設している農園も含みます。 
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≪「消費生活」について≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 消費生活センターでは、消費者トラブルの相談や、トラブル情報の提供などを行っています。あな

たは「消費生活センター」を知っていましたか。また、同センターに相談窓口があることを知って

いましたか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N=５４８）無回答 ― 

 

１ 名前も相談窓口があることも知っていた     77.7 

２ 名前は知っていたが、相談窓口があることは知らなかった   14.6 

３ 知らなかった 7.7 

 

問６ クーリング・オフ※２は、消費者が無条件で一方的に契約を解除できる制度です。あなたは、店舗や

通信販売で購入・利用契約をした場合は、クーリング・オフができないことを知っていましたか。

あてはまるものを１つだけ選んでください。 （N=５４８）無回答 ― 
 

１ 知っていた  54.2           ２ 知らなかった  45.8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

問７  成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げる改正民法が令和４年４月に施行されたことに伴い、

「未成年者取消権※３」が 18 歳、19 歳には適用されなくなりました。あなたは、このことを知 

っていましたか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N＝５４８）無回答 ― 
 

   １ 知っていた  54.9           ２ 知らなかった  45.1 

 

 

 

 

 

 

 

※３  未成年者取消権とは 
 

未成年者が法定代理人（親権者や未成年後見人）の同意を得ないで契約した場合、契約を取り消

すことができる権利です。取り消しができるのは、法定代理人と未成年者本人です。ただし成年

者であるとうそをついて結んだ契約など、取り消すことができない場合もあります。 

※２  クーリング・オフとは  
 

訪問販売などで消費者が冷静な判断をできないまま交わしてしまった契約を、一定の期間内であ

れば無条件で解除できる制度です。「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリ

ング・オフができる取引は法律などで定めがある場合に限ります。 
 

★3,000円未満の現金取引には適用されません。 

★店舗購入・通信販売にはクーリング・オフは適用されませんが、事業者が返品の可否や返品期限

などに関する特約を設けている場合は、それに従って返品などをすることになります。 

インターネットの普及や高齢社会の進展に伴い、消費生活※に関するトラブルも多様化・複雑化して

います。福岡市では、安全で安心できる消費生活の実現を目指し、幼児期から高齢期までのライフステ

ージに応じた消費者教育を受ける機会の充実を図り、消費者の特性に配慮しながら、さまざまな担い手

と連携を強化し、消費者教育を推進しています。 
 

※本アンケートでの「消費生活」とは、生活に必要な商品やサービスを事業者から購入し、それらを 

利用して生活し、使い終わったものを破棄するまでのことをいいます。 
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問８ 「消費者トラブル」や「消費者被害防止」について、意見・要望がございましたら、ご自由にお書き

ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 消費者トラブルで困ったときは消費生活センターにご相談ください 】 

 

  福岡市消費生活センター 

  相談専用電話 092-781-0999 

   受付時間 月曜日～金曜日：午前９時～午後５時 

        第２・４土曜日：午前１０時～午後４時（電話相談のみ） 

   ※祝休日・年末年始を除く 

   ※来所相談は予約制です 

   

  消費者ホットライン １８８
い や や

  

お近くの消費生活センターを案内します（年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活センター啓発キャラクター 

これっキリン先生 
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≪「地域の福祉活動」について ≫ 

 

 

 

 

 

問９  あなたは、以下のような地域の福祉活動がお住まいの地域で行われていることを知っていました

か。あてはまるものをすべて選んでください。（N=５４８）無回答 ― 
 

１ 民生委員・児童委員※４の見守り活動    68.4 

２ ふれあいネットワーク※５      16.8 

３ ふれあいサロン※６       37.2 

４ 子育て交流サロン※７      46.0 

５ 地域カフェ、認知症カフェ※８     20.6 

６ 地域のあいさつ運動      34.1 

７ 登下校時の見守り活動、交通安全運動    81.6 

８ 生活支援ボランティア活動※９     14.8 

９ 地域の福祉活動に関する出前講座     10.9 

１０ 上記のいずれも知らなかった  6.4 

 

 

  

年齢や性別、国籍、障がいの有無などに関わらず、誰もが社会的に孤立することなく、住み慣れた
地域でその人らしく生活し続けることができる地域共生社会の実現が、これからの地域福祉のテーマ
となっています。地域の福祉活動では、地域に住む住民一人ひとりが、地域福祉のことを考え、共に
取り組むことが重要です。 
 

※この「地域の福祉活動」のアンケートにおいて、「地域」は町内から小学校区程度の範囲をお考え下さい。 

 

※４  民生委員・児童委員とは、地域において、住民の立場に立った相談対応や、必要な援助、社会福祉

の増進に努める活動などを行う方々のことです。 

 

※５  地域住民（ボランティア）や地域団体、関係機関が連携し、支援を必要とする高齢者や障がい者、

子育て家庭などを対象に、見守りや声かけなどを行う活動のことです。 

 

※６  家に閉じこもりがちな高齢者や障がい者などを対象に、仲間づくりや交流、介護予防などを目的に、

体操や、レクレーションなどを行う、集いの場を広げる活動のことです。 

 

※７  公民館などの身近な地域の会場を利用して、子育てサポーターが見守り、乳幼児の親子が開設時間

内の好きな時間に訪れて、自由に過ごすことができる場所のことです。 

 

※８  一般的な営利目的のカフェと異なり、地域の中の「居場所」「たまり場」とすることや、認知症の

人やその家族が、地域の人や専門家と相互に理解し合うことを目的に実施されているものです。 

 

※９  日常のちょっとした困りごと（外出支援やごみ出し支援など）を住民同士の助け合いで解決する活

動のことです。 
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問 10  あなたは、地域に関する情報（問９などの活動や、その他地域で取り組む各種活動などの情報）

を得ようと思ったときに、どのような方法で、情報を取得しますか。あてはまるものをすべて選

んでください。（N=５４８）無回答 ― 
 

１ 福岡市発行の広報紙（市政だよりなど）     76.8 

２ 福岡市のホームページ       38.7 

３ 公民館、自治協議会、自治会・町内会、社会福祉協議会発行の広報紙（ふくしのまち福岡など） 

           44.0 

４ 公民館、自治協議会、自治会・町内会、社会福祉協議会のホームページ 7.3 

５ 地域活動に参加する中で       14.1 

６ 家族・友人・近所の人から聞いて      31.9 

７ 地域の役員から聞いて 9.1 

８ その他（具体的に：                    ）  4.2 

９ 地域に関する情報を取得することはない 2.4 

 

問 11   あなたは、問９の地域の福祉活動や問 10 の広報紙などを通じて、福祉活動について学ぶ機会が

ありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N=５４８）無回答 0.2 

 

     １ はい  40.1           ２ いいえ  59.7 

 

問 12  あなたは、普段、地域の福祉活動以外に、サークル活動や趣味の活動など、地域の人たちと交流

する機会はありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N=５４８）無回答 0.2 
 

１ ある  25.4           ２ ない  74.5 

 

問 13  あなたのお住まいの地域で、年齢や性別、国籍、障がいの有無などの理由による合理性のない不

利益を見たり、聞いたり、感じたりしたことはありますか。あてはまるものを１つだけ選んでく

ださい。（N=５４８）無回答 ― 
 

１ ある  12.8           ２ ない  87.2 

問 14 『年齢や性別、国籍、障がいの有無などの理由で、合理性のない不利益を受けることがあってはい

けない』という意見について、どう思いますか。あなたの考えに最も近いものを１つだけ選んで

ください。（N=５４８）無回答 0.2 
 

１ そう思う         79.2 

２ ややそう思う        17.2 

３ あまりそう思わない 2.0 

４ そう思わない 0.2 

５ わからない 1.3 
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≪「脱炭素社会の実現に向けた取組み」について≫ 
 

福岡市では、近年の地球温暖化やその影響を踏まえ、市民の安心・安全なくらしを確保し、より良い未来

へつなげるため、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「脱炭素社会」を目指していま

す。脱炭素社会の実現には、省エネルギーの取組みや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入・活用、

ライフスタイルを脱炭素型に変えていくことが重要です。 

 

問 15  あなたのご家庭での、脱炭素行動についておたずねします。（１）～（１０）のそれぞれの項目

について、あてはまるものを１つずつ選んでください。 
 

 

※ 当該製品を保有していない、使用していない、設定ができないなどの場合は「該当しない」とお答えください 

（N=５４８） 

(

い
つ
も)

取
り
組
ん
で
い
る 

た
ま
に(

一
部
で) 

取
り
組
ん
で
い
る 

 

取
り
組
ん
で
い
な
い 

該
当
し
な
い 

無
回
答 

（１）家電製品を購入または買い替えるときには、省エネ性能の

高いものを選ぶよう心がけている 
44.3 46.0 5.7 3.6 0.4 

（２）家電製品を使用しないときはプラグを抜いている 11.1 44.2 38.7 5.7 0.4 

（３）照明は、LED ライトを使用している 50.4 40.7 6.4 2.6 - 

（４）冷蔵庫の扉の開閉回数や時間をできるだけ少なくしている 40.9 39.6 18.2 1.3 - 

（５）家庭の電気について、再生可能エネルギーなど発電時に二

酸化炭素排出量が少ない電力プランを選択している 
9.5 21.0 53.8 14.6 1.1 

（６）電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、燃料電池自

動車を利用している 
10.8 7.5 44.0 37.0 0.7 

（７）紙の削減や移動による環境負荷を減らすため、行政手続や

民間サービスには、オンラインを優先して利用している 
18.8 48.0 24.3 8.6 0.4 

（８）宅配ボックス・置き配の利用や駅・コンビニ受け取り 

により、宅配の再配達を削減している 
33.9 28.5 27.6 9.9 0.2 

（９）商品を選ぶとき、プラスチック製品ではなく紙や植物由来 

素材の製品を選んだり、簡易包装された商品を選んでいる 
10.4 55.1 31.4 2.9 0.2 

（10）リサイクルショップやフリーマーケット、フリマアプリ 

などを利用している 
12.4 43.6 35.6 8.4 - 

 

  

問 16  あなたは今後、問 15 のような脱炭素行動に取り組みたいと思いますか。あてはまるものを１つ

だけ選んでください。（N=５４８）無回答 0.4 
 

１ 取り組みたい 29.2 

２ どちらかといえば取り組みたい 64.4 

３ どちらかといえば取り組みたくない 3.6 

４ 取り組みたくない 2.4 
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問 17  あなたは今後、どのようなことが行われれば、問１5 のような脱炭素行動に取り組みやすくなる

と思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。（N=５４８）無回答 ― 
 

１ 方法や費用に関する情報の充実      59.9 

２ メリットや効果についての広報      65.3 

３ 取り組みをサポートするサービスやアプリ     45.1 

４ 取り組みを共有できる仲間やコミュニティ     12.2 

５ きっかけとなるイベント       27.7 

６ 補助金の充実        38.9 

７ その他（具体的に：                      ） 2.9 

８ わからない            3.6 

 

問 18  住宅窓の断熱改修について、下図のような改修方法があることや、冷暖房の効きが良くなったりヒ

ートショックを軽減したりする改修効果があることを知っていますか。あてはまるものを１つだけ

選んでください。（N=５４８）無回答 0.2 

 

１ 改修方法、改修効果のどちらも知っている     41.8 

２ 改修方法のみ知っている 4.6 

３ 改修効果のみ知っている       19.7 

４ 改修方法、改修効果のどちらも知らなかった     33.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅窓の断熱改修について  

【 改修方法例 】 
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問 19 あなたのご家庭では、現在、次の機器を設置していますか。（１）～（６）のそれぞれの項目につ

いて、あてはまるものを１つずつ選んでください。 

（N=５４８） 
設置 

している 

設置 

していない 

設置 

できない 
わからない 無回答 

（１）太陽光発電  7.5  44.0  45.4  2.4  0.7 

（２）家庭用燃料電池※１０  2.0  54.0  37.0  6.4  0.5 

（３）蓄電池※１１  3.6  55.7  32.5  7.5  0.7 

（４）HEMS※１２  2.2  46.7  35.4  14.6  1.1 

（５）充電設備※１３ 

（集合住宅の駐車場も含む） 
 3.1  51.1  33.0  11.7  1.1 

（６）ヒートポンプ給湯器※１４  11.9  44.3  29.4  14.1  0.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 あなたのご家庭では、将来的に、次の機器を設置（買い替えや買い増しも含む）したいと思います

か。（１）～（６）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選んでください。 

 

（N=５４８） 
設置 

したい 

設置 

したくない 
決めていない わからない 無回答 

（１）太陽光発電  21.7  15.1  35.9  25.2  2.0 

（２）家庭用燃料電池※１０  15.3  8.2  40.3  33.8  2.4 

（３）蓄電池※１１  26.3  6.0  38.0  27.9  1.8 

（４）HEMS※１２  17.5  7.3  36.5  36.5  2.2 

（５）充電設備※１３  19.9  8.0  39.1  30.8  2.2 

（６）ヒートポンプ給湯器※１４

        

 

 28.3  6.2  33.8  29.7  2.0 

  

 

 

 

 

 

※１０ 家庭用燃料電池（エネファーム） 

  ：ガスから水素を取り出して発電と給湯に利用する機器 

※１１ 蓄電池     

  ：電気を蓄えておき、必要なときに電気を使うことができる機器 

※１２ ＨＥＭＳ（ホーム エネルギー マネジメント システム）  

：電気の使用状況の確認や、照明や空調などの電気機器の制御をする戸建用システム 

※１３ 充電設備 

  ：電気自動車やプラグインハイブリッド自動車に充電するための設備 

 ※１４ ヒートポンプ給湯器（エコキュート） 

     ：空気の熱を利用し、わずかな電気を使い効率的にお湯を沸かす機器 
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問 21 あなたのご家庭では、自家用車を購入または買い替える際に、電気自動車やプラグインハイブ

リッド自動車、燃料電池自動車の購入を検討しようと思いますか。あてはまるものを１つだけ選

んでください。（N=５４８）無回答 0.5 

 

１ そう思う         22.4 

２ どちらかといえばそう思う       31.2 

３ どちらかといえばそう思わない      13.9 

４ そう思わない        10.2 

５ 自家用車を購入するつもりはない      21.7 

 

問 22 あなたのご家庭では、今後、どのようなことが行われれば、電気自動車やプラグインハイブリッド

自動車、燃料電池自動車の購入を検討しやすくなると思いますか。あてはまるものをすべて選んで

ください。（N=５４８） 無回答 0.7 

 

１ 価格の低減         77.0 

２ 補助金の充実        55.8 

３ 車種の増加         40.5 

４ 充電・充填スポットの増設       63.5 

５ 住宅用充電スポットの標準装備（電気自動車、プラグインハイブリット車に限る） 

           34.5 

６ 充電時間の短縮（電気自動車、プラグインハイブリット車に限る）  45.8 

７ 航続距離（燃料が満タンの状態で走行できる距離）の延長   40.7 

８ 充電・充填費用の軽減       33.2 

９ その他（具体的に：                      ） 6.6 

１０ わからない 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車】 

電気自動車は、外部電源から充電し、バッテリーに蓄えた電気の力でモーターを動かして走行する自

動車で、走行中に CO2 や排気ガスを出しません。 

プラグインハイブリッド自動車は、外部電源から充電でき，ガソリンエンジンとモーターの併用で走

行する自動車です。 

燃料電池自動車は、燃料電池で水素と酸素を化学反応させて電気を作り、その電気でモーターを回し

て走行する自動車です。走行時に排出するのは水だけで、CO2や大気汚染物質を排出しません。 
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問 23 現在の小・中・特別支援学校の子どもたちの状況について、あなたが子どもだった頃に比べてど

のように感じますか。（１）～（１３）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ

選んでください。 

 

（N=５４８） 

向
上
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

向
上
し
て
い
る 

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て 

い
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

低
下
し
て
い
る 

低
下
し
て
い
る 

無
回
答 

(1)調べたことや自分の意見、考えをまとめる力  19.2 41.8 24.1 10.0 2.4 2.6 

(2)人前で意見や考えを発表したり、表現したりする力 15.7 41.6 26.6 10.9 2.4 2.7 

(3)学校で学んだことを普段の生活に活かす力  8.2 31.9 39.2 14.4 3.3 2.9 

(4)あいさつや掃除などの基本的生活習慣  10.8 20.8 35.4 24.5 6.0 2.6 

(5)がんばって勉強しようとする「やる気」  6.9 29.9 41.8 14.4 4.2 2.7 

(6)物事を計画的に行う力  6.9 27.6 45.4 14.4 2.9 2.7 

(7)粘り強く物事をやり遂げる力  6.2 15.7 39.1 30.7 5.3 3.1 

(8)社会のルールを守り、マナーを大切にする気持ち 11.1 24.3 31.4 22.1 8.4 2.7 

(9)他者とのコミュニケーションを円滑に行う力  8.6 22.4 29.9 27.6 8.8 2.7 

(10)将来の夢に向かって自分を伸ばそうとする力 9.1 31.0 40.0 13.5 3.5 2.9 

(11)体力や健康を管理・増進する力 6.9 19.5 31.4 31.4 8.2 2.6 

(12)社会や他者の役に立ちたいと思う気持ち 6.8 22.6 44.7 17.9 5.5 2.6 

(13)自分の大切さとともに他者の大切さを認めることが 

できること 
8.6 25.4 36.9 21.4 5.3 2.6 

 

 

 

 

 

 

≪ 「福岡市の教育」について≫ 

福岡市では、令和元年６月に「第２次福岡市教育振興基本計画」を策定し、その推進に努めています。 
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問 24   あなたがお住まいの地域（校区）の人たちの教育に関する活動や意識について、あなたはどのよ

うに感じていますか。（１）～（１０）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ

選んでください。 

 

（N=５４８） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(1)子どもたちの登下校時や道で会ったときに声かけをしている 12.4 36.3 20.8 17.2 12.2 1.1 

(2)近所の子どもが悪いことや危ないことをしたら注意している 12.2 34.7 20.8 16.6 15.1 0.5 

(3)近所の子どもたちの名前やその親を知っている 4.6 17.9 18.8 30.3 27.6 0.9 

(4)子育てについて現在子育て中の親の相談にのったり、 

アドバイスをしている 
2.7 17.0 18.6 29.4 31.2 1.1 

(5)地域の子どもは地域全体で育てるという取組みが見受け 

られる 
4.6 27.0 21.2 24.3 22.1 0.9 

(6)地域の安全パトロールや青少年の健全育成に取り組んでいる 11.7 38.9 13.7 17.2 17.9 0.7 

(7)地域の伝統的な行事や文化を次の世代に受け継いでいる 7.8 31.9 18.1 19.2 22.3 0.7 

(8)学校の行事やＰＴＡ活動に積極的に参加している 5.7 24.8 16.4 21.0 31.4 0.7 

(9)地域と学校をつなぐパイプ役となって活動している 3.1 18.1 18.4 25.2 34.3 0.9 

(10)地域に対する愛着や誇りを育てるような取組みが見受け 

られる 
4.4 25.7 20.1 19.2 29.7 0.9 
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問 25 お住まいの校区にある小・中・特別支援学校の状況や活動について、あなたはどのように感じてい

ますか。（１）～（１０）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選んでくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（N=５４８） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(1)基礎基本となる学力の向上に取り組んでいる  7.8 37.6 6.9 3.8 43.1 0.7 

(2)職場体験やボランティアなどの体験活動を重視している  4.2 29.4 14.8 4.6 46.4 0.7 

(3)健康な体づくりや基本的生活習慣の形成に取り組んでいる  4.0 34.1 14.8 4.0 42.3 0.7 

(4)環境や国際理解、福祉などの特色ある教育に取り組んでいる  4.4 25.7 16.2 5.1 47.8 0.7 

(5)学校行事やクラブ活動・部活動などが活発に行われている  10.2 37.2 10.9 3.6 37.2 0.7 

(6)地域の人材や施設などを活かした教育を行っている 4.2 24.3 18.2 5.1 47.3 0.9 

(7)学校ホームページなどで学校情報を積極的に公開している 4.7 23.4 15.5 5.7 49.8 0.9 

(8)ＰＴＡ活動が積極的になされている 4.4 21.5 18.1 4.6 50.7 0.7 

(9)学校の施設や設備が地域に開放されている 9.1 28.1 13.9 8.0 40.1 0.7 

(10)学校の教育活動について全体的に満足している  5.3 30.8 9.5 6.2 47.4 0.7 
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問 26  今後、福岡市として「魅力ある教育」を推進していくうえで、優先して取り組むべきと思うもの

について、あてはまるものを５つまで選んでください。（N=５４８）無回答 2.0 

 

１ 社会のルールやマナーを守る規範意識の醸成     63.0 

２ 自分の大切さとともに他者の大切さを認めることができる人権教育の推進 59.5 

３ あいさつや掃除など基本的生活習慣の確立・定着    53.6 

４  考える、感じる、想像するなどの基盤となる国語力の強化   44.0 

５ グローバル化に対応した外国語（英語）教育の推進    39.6 

６ 学校での学習と自分の将来との関係に気づき、学ぶ意欲が高まるキャリア教育の推進 

           19.9 

７ プロジェクタやタブレットなどのＩＣＴを活用した教育の充実   17.7 

８ 学校図書館（図書室）を活用した読書活動や教育活動の充実   11.3 

９ 科学的思考力を育むための理数教育の充実     14.8 

１０ 体力の向上を図るための取組みの充実     27.2 

１１ 少人数学級やティームティーチング※１５、習熟度別少人数指導などのきめ細かな 

指導体制の充実        15.3 

１２ 小学校における一部教科担任制の推進 9.1 

１３ 土曜日の有効活用（授業や学校行事などを土曜日に実施） 7.5 

１４ 大学（教員・学生）や企業、地域人材などの多様な人材の活用（講師など） 17.0 

１５ 基礎学力向上のための補充学習の機会の提供     12.4 

１６ 学校規模の適正化（学校の統廃合や分離・新設） 3.3 

１７ 一人ひとりの特性に応じた特別支援教育の推進    16.1 

１８ 地域が学校運営に参加できる仕組みづくり 4.6 

１９ その他（具体的に：                   ） 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中、調査にご協力いただきありがとうございました。 

記入漏れや誤りがないか再度確認の上、同封の返信用封筒にて 

ご返送をお願いします。 

 
  

※１５ 学級を複数の教員で指導する体制のことです。 



【標本構成（第２回）】(Ｎ＝548) 

 

 
 ......................................................................................  

◆性別  

 男性 ............................................................ 42.3 
 女性 ............................................................ 57.7 

 

 ......................................................................................  
◆年齢  
 18～29 歳............................................. 14.6 
 30 代 ......................................................... 15.5 
 40 代 ......................................................... 18.1 

 50 代 ......................................................... 18.2 
 60 代 ......................................................... 12.8 
 70 歳以上 ............................................... 20.8 

 
 ........................................................................  
◆職業 

 正社員・正職員 .................................... 37.2 
 契約社員・派遣社員・嘱託 ...............6.6 
 パート・アルバイト .......................... 15.7 
 会社等役員 ..................................................2.6 

 自営業・家族従事者 ..............................4.7 
 専業主婦・専業主夫 .......................... 15.1 
 学生 ................................................................3.6 

 無職 ............................................................ 13.1 
 その他 ...........................................................1.3 

 
 ......................................................................................  
◆行政区  
 東区 ............................................................ 23.9 
 博多区 ....................................................... 12.0 
 中央区 ....................................................... 12.4 

 南区 ............................................................ 17.7 
 城南区 ...........................................................8.9 
 早良区 ....................................................... 11.3 

 西区 ............................................................ 13.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ......................................................................................  
◆居住年数 

 ３年未満 ...................................................... 8.0 
 ３年以上５年未満 ................................... 6.8 
 ５年以上 10 年未満 .......................... 12.6 
 10 年以上 20 年未満 ...................... 19.2 

 20 年以上 30 年未満 ...................... 18.1 
 30 年以上 ............................................... 35.4 

 
 ......................................................................................  
◆居住形態 

 持家の戸建て ......................................... 32.1 
 持家の集合住宅 .................................... 25.7 

 賃貸の戸建て ............................................. 2.2 
 賃貸の集合住宅 .................................... 37.8 
 社宅・寮 ...................................................... 1.6 
 その他 ........................................................... 0.5 

 
 ......................................................................................  
◆18 歳未満の同居家族 

 いる ............................................................ 30.1 

 いない ....................................................... 64.8 
 無回答 ........................................................... 5.1 
 

 ......................................................................................  
◆65 歳以上の同居家族 

 いる ............................................................ 39.2 

 いない ....................................................... 59.9 
 無回答 ........................................................... 0.9 

 

 ......................................................................................  
◆回答方法 

 郵送 ............................................................ 39.4 

 インターネット .................................... 60.6 
 


	≪「ふくおかさん家のうまかもん」について ≫
	≪「脱炭素社会の実現に向けた取組み」について≫

